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国と地方の協議の場（平成 23 年度第４回臨時会合） 

社会保障・税一体改革分科会（第４回） 議事録 

 

 

１ 開催日時：平成 23 年 12 月 26 日（月） 18：18～19：25 

２ 場所：内閣総理大臣官邸２階大ホール 

３ 出席者： 

  内閣官房長官 藤村 修（議長） 

  総務大臣・内閣府特命担当大臣（地域主権推進） 川端 達夫（議長代行） 

  財務大臣 安住 淳 

  国家戦略担当大臣・社会保障・税一体改革担当大臣 古川 元久 

  内閣府特命担当大臣（行政刷新） 蓮 舫 

  厚生労働大臣 小宮山 洋子 

  総務副大臣 黄川田 徹 

  財務副大臣 五十嵐 文彦 

  内閣府副大臣 石田 勝之 

  厚生労働副大臣  泰弘 

  全国知事会会長 山田 啓二（副議長） 

  全国都道府県議会議長会会長 山本 教和 

  全国市長会会長 森 民夫 

  全国市議会議長会会長 関谷 博 

  全国町村会会長 藤原 忠彦 

  全国町村議会議長会会長 髙橋 正 

  愛媛県知事 中村 時広 

  広島県議会議長 林 正夫 

  鳥取県日吉津村長 石 操 

  内閣官房副長官 齋藤 勁（陪席） 

  内閣官房副長官 長浜 博行（陪席） 

  内閣官房副長官 竹歳 誠（陪席） 

  内閣府副大臣 後藤 斎（陪席） 

  総務大臣政務官 福田 昭夫（陪席） 

４ 協議事項： 

 ○社会保障・税一体改革について 

<１>地方単独事業の総合的な整理について 

<２>地方税制の論点について 
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○挨拶等 

（福田総務大臣政務官） 議長の御指示により議事進行を務めます、総務大臣政務

官の福田であります。どうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは、国と地方の協議の場及び社会保障・税一体改革分科会合同会議を開

催します。 

   本日は、お忙しい中、御参集いただき誠にありがとうございます。 

   本日の協議事項は社会保障・税一体改革についてであります。小宮山厚生労働

大臣に臨時議員として御出席いただいております。 

   初めに、議長である藤村内閣官房長官から御挨拶をいただきます。 

（藤村内閣官房長官） どうも御苦労様であります。 

   今日は年の瀬が押し迫っている中で、それぞれ本当に皆様方お忙しいところ、

国と地方の協議の場第４回臨時会合でありますとともに、社会保障・税一体改革

分科会、これも４回目になりますが、合同で開催させていただきました。 

   先般 15 日に開催した第３回の国と地方の協議の場においては、改革全体を取

りまとめる中で政府与党での議論と並行して、地方の皆様との議論が今後必要と

考えていると申し上げたところであります。 

   一方、先般の分科会においても、まだ答えが出ていないものがあるのではない

かという御指摘があり、それにも今日お答えするという格好であります。こうい

う押し迫った中では、別々にやるのが筋かとは存じましたが、合同で開催させて

いただきましたことをおわび申し上げたいと思います。御理解を賜りたいと思い

ます。 

   そうしたことから一体改革の取りまとめが大詰めというこの時期に合同会議

ということになり、本日急遽
きょ

お集まりいただいた次第であります。本日の会議が

皆様方から多くの御意見をいただき、実りあるものとなることを期待しながらス

タートをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   続きまして、副議長である山田全国知事会会長から御挨拶をいただきます。 

（山田全国知事会会長） 本日は国と地方の協議の場、分科会も入れまして 10 回

目になります。こうした中で国と地方の協議の場が機能していることについて、

まずお礼を申し上げたいと思いますし、先日の子どもに対する手当、さらには地

方財政についても政府の御尽力をいただいたことに対して、心から感謝を申し上

げます。 

   ただ、これまで、この問題について私たちは地方の現場の声というものをずっ

と述べてまいりましたが、本当に国と地方の協議の場が実質的な審議、協議の場

になっているかどうかについて、私たちは大変懸念を示さざるを得ない状態であ
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ります。なぜならば、今日の協議の場についても、これだけ大詰め、差し迫った

段階において、全く案、資料が示されない状況になりそうでしたので、私ども地

方六団体は共同して内閣府に対して、本当にこれをきちんとやるのであれば、案

や資料を早急に出すべきではないかという、地方六団体一致した申入れをせざる

を得なかったということがまず挙げられます。 

   そして、その中で出てきた資料は、正直言って、我々は闘牛場の牛ではないの

ですから、まず興奮させて怒らせてから始末しようみたいな話はやめていただき

たいという気分になるぐらいのものでありました。 

しかし、私たちは２点の理由からここに出てまいりました。 

   １点は、川端総務大臣・内閣府特命担当大臣（地域主権推進）を始め、大変地

方に対して配慮のあるいろいろなことをこの間に考えていただき、その中で開催

されたということであります。その面で、私たちは川端大臣の顔を立てるために

出てこなければいけないという感じがしております。 

   もう１点は、もともと国と地方の協議の場という名称でありますので、とにか

く協議をして決めようではないかということであります。席を蹴ってしまっては

協議ができません。それは私たちの本意とするところではありません。したがっ

て、どういうものであってもこの場に出てこようというのが私たちの思いであり

ます。それだけに、是非とも私たち地方の実情というものを踏まえた形で、さら

に今日の協議が進むことを心から願っており、最初から非常に耳障りなことばか

り申し上げておりますが、私の挨拶とさせていただきます。どうかよろしくお願

い申し上げます。 

（福田総務大臣政務官） どうもありがとうございました。 

（報道関係者退室） 

（福田総務大臣政務官） それでは、協議事項に進みます。「社会保障・税一体改

革について」のうち、まず（１）地方単独事業の総合的な整理について、小宮山

大臣から説明をお願いいたします。 

 

○協議事項（社会保障・税一体改革<１>地方単独事業の総合的な整理）について 

（小宮山厚生労働大臣） 前回の国と地方の協議の場で、厚生労働省が行いました

整理の具体的な内訳を示すべきという御発言がありましたので、資料の別添１と

別添２を用意いたしました。 

   これまでも申し上げてきたとおり、消費税の充当先となる経費は、国の事業で

あっても地方の事業であっても、その財源構成に関わりなく同じ考え方に従って

整理されるべきものだと考えています。 

   具体的には、平成 21 年の所得税法等改正法附則第 104 条の規定及び一体改革

成案のとおり、１つ目に社会保障であること。２つ目に、社会保障４分野である
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こと。３つ目に、給付であること。４つ目に、制度的に確立されたものであるこ

とを満たしていることが必要だと考えています。総務省の実施した調査の調査項

目を、こうした基準に従って整理をした結果が、お示しをした資料のとおりです。

社会保障４分野が 3.8 兆円程度、そのうち給付に該当するものが 2.6 兆円程度、

さらにそのうち制度として確立されているものが最大 0.2 兆円程度となります。 

   また、資料の別添２は地方単独事業だけではなく、国がその一部又は全部の財

源を負担している事業についても同じ考え方で整理をしたものです。社会保障給

付には従来、地方のみが財源負担している地方単独事業は含まれてきませんでし

た。社会保障給付は総額およそ 100 兆円で、そのうち保険料負担などを引いた国

及び地方の公費負担は、およそ 39 兆円となっています。このうち制度として確

立している社会保障４経費に該当すると考えられるものが、およそ 31 兆円であ

り、そのうち国が 23 兆円、地方が８兆円となっております。 

   同じ考え方に従って、今回総務省が調査した地方単独事業 6.2 兆円を整理しま

すと、先ほど申し上げたように最大 0.2 兆円程度となるという整理になります。 

   厚生労働省としては、公衆衛生や高齢者福祉、障害者福祉、生活保護等の施策

は非常に重要な社会保障施策であり、その財源確保も含め、地方とともにしっか

りと対策に取り組んでいく考えです。 

   一方で、消費税の充当先については法律及び成案にのっとり、国も地方も同じ

考え方に従って、今後高齢化に従い大幅な伸びが予測される制度として確立され

た年金、医療、介護及び、全世代対応型への社会保障へ転換していくために重要

になる子ども・子育てに絞って、いわゆる社会保障４経費に整理されるものに限

られることになると考えています。 

   なお、社会保障４分野に該当する事業の金額が総務省の整理と異なるのは、主

に公衆衛生や高齢者福祉、障害者福祉などが４分野に当たらないと考えているた

めです。 

   繰り返しになりますが、こうした分野は国の事業も同じように消費税の充当先

とはならないと考えています。以上です。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   次に、川端大臣から説明をお願いいたします。 

（川端総務大臣・内閣府特命担当大臣（地域主権推進）） 地方の単独事業につい

ては、分科会で３回、本体会合で１回、合計４回の議論を積み重ねてきました。

その議論の積み重ねの中で折々に私から発言をしてまいりましたが、基本的な部

分として総務省の立場、考え方を整理いたしましたので、資料に基づいて説明を

させていただきたいと思います。 

   資料２でありますが、基本的には一体改革に向けては国と地方が協力して推進

することが何よりも大事でありまして、その際に政府の取りまとめた成案の考え
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方に沿って進めることが基本でありますが、地方の意見に耳を傾けて柔軟に対応

すべきであることがまず大前提であります。 

   そういう中で、まず資料２の１に記載してありますように、国の制度と地方の

単独事業の２つのセーフティネットが組み合わさっていて、大きな国の基準とし

てのネットに加えて、地方の事情に応じたきめ細かいネットがかぶさって社会保

障全体が持続可能になっています。この認識を国と地方が共有することによって、

国、地方を通じて消費税収入を主たる財源として安定財源を確保することが必要

になってまいります。 

   資料２の２に記載してありますように、地方単独事業の整理をしていくときに、

現実にサービスを受けている国民の理解が得られる客観的な整理とする必要が

あります。受けている皆様にとっては負担をしていただくということであるとき

に、現行の制度が維持拡充されることが前提という理解で負担増をお願いするこ

とになるわけですから、そういう考えに立つべきであります。 

そういう部分では、具体的に社会保障４分野の範囲については資料２の３にも

記載させていただきましたが、統計上の概念で形式的に判断して、実質的に医療、

介護、子育ての分野と重複している事業あるいは一体的に評価させるべき事業を

一律に排除することは、適当ではないと考えております。 

次に資料２の４に書かせていただきましたが、保育士あるいは児童福祉司は現

実に国民に現物サービスを提供しており、その人件費を給付に該当しないとして

一律に排除することは適当ではありません。なお、事務職員分の人件費あるいは

事務費は対象外とするという整理をしてはいかがかと思っております。 

さらに、制度として確立した費用については、先ほど申し上げた２つのセーフ

ティネットが組み合わさることによって、社会保障制度全体が持続可能となって

いる点を踏まえて、地方の理解が得られるように努める必要があると考えており

ます。 

申し上げましたように、一体改革の実現に向けては国と地方が協力して推進す

ることが何よりも大事であり、その認識に立って今後、政府案の取りまとめに向

けてこのような考え方を基本として、政府内で調整をしてまいりたいと思ってお

ります。 

以上が最終取りまとめに当たっての総務省としての基本的な考え方でありま

す。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   それでは、意見交換を行います。御意見等はありますか。山田会長、どうぞ。 

（山田全国知事会会長） 賽
さい

の河原の石積みみたいな議論で非常につらいですが、

私たちが今まで主張してきたことについては全くお答えいただけないので、私た

ちは本当にテープレコーダーに向かって話をしているような気がしております。 
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   前から申しておりますように、所得税法改正法附則第 104 条というのは消費税

と地方消費税を書き分けております。条文が違っております。そもそも法律の建

前上、形式上、内容上も全て異なっているのに、同じ扱いをしているということ

になります。 

   総務省から示された案については一定の柔軟なものが示されておりますが、こ

うした地方に対して、本来社会保障を扱うのは厚生労働省でありますから、厚生

労働省の考え方がこのようであるということについて、私たちは愕
がく

然とせざるを

得ません。私たちは、厚生労働省の考え方は地方の実情を見ていないと思います

し、障害者の中に多くの高齢者が含まれているというのは何度も繰り返し申し上

げましたが、こうした障害者、高齢者を切り捨てる案でありますし、地方におい

て最前線で頑張っている職員を切り捨てる案であります。私たちは、こうした中

で消費税の引上げを言うことはできませんし、地方の社会保障、社会福祉を担っ

ている首長として、このような案に対してイエスと言うことは出来ません。 

こうした案が出てくることは、厚生労働省にとりましても地方を敵に回し、そ

して地方に対する信頼感をなくすものだということを私は強く言わざるを得ま

せん。そして、その中で消費税の引上げ等については、我々地方は断固として闘

うということを申さざるを得ないと思います。 

   本当にきついことばかり申し上げていますが、時間がない中で端的に地方の気

持ちを伝えていかなければいけないと思っております。自分の立場を捨てて申し

上げて大変恐縮ですが、私たち全国の知事、市町村長、議会の人間にとっては、

28 日になれば仕事は御用納めで終わってしまいます。これだけ押し迫った残り

３日しかない夕方の段階で、こういう形では本当に悲しいという以外の言いよう

もありませんし、これで本当に日本の社会福祉はどうなるだろうと思っておりま

す。是非とも早急に再検討願いたいということを申し上げます。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   そのほかの方いらっしゃいますか。森全国市長会会長、どうぞお願いします。 

（森全国市長会会長） 地方単独事業を調査して、地方単独事業を位置付けるとい

うことは、私はある意味で革命的な出来事だったと思っています。それはどうい

うことかというと、今までは地方単独事業は地方が勝手にやって、財政状態がい

いのでやらないでもいいことをやっているというぐらいの見方しかなかったと

いう感じがありました。このようなことから、地方単独事業をきっちりと評価を

して、今度の議論の中に取り込むということを私は高く評価をさせていただいて

います。 

   ただ、仏作って魂入れずというのがぴったりくると思いますが、国の制度と地

方の制度の関係というのは先ほど山田全国知事会会長もおっしゃったように、相

互に役割分担があって補完しながら、住民から見れば一体的なサービスを提供し
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ているわけですから、国の役割と地方の役割はおのずから違うということであり

ます。そのことを理解した上で、どうやって国の制度と地方単独事業を有機的に

連携付けていくかということが大変大事なことだと思っています。それがなけれ

ばただ単に地方と国で消費税の取り合いをして、その理屈になっているというこ

とにしかならないのではないでしょうか。 

   端的に言いますと、例えば何度も申し上げていますが、乳幼児医療費助成とい

う制度があります。これは子育ての家庭に大変有益に働いているわけであります。

それと関係付けた中で、では子どもに対する手当がどうあるべきかというような

相互に有機的に関係付けた議論を私はしたいと思います。それが先ほどの御説明

ではないわけで、国の視点・基準で地方の単独事業を制度的に確立していないか

らとの理由で除いたり、あるいは人件費等の取扱いで官の肥大化と言うように、

国も地方も同じ理屈だというので一見公平に見えますが、それは違うのではない

でしょうか。地方はきちんと保健師や保育士などによるサービス給付をしていま

す。このような人たちが社会保障を支えているわけです。これを官の肥大化など

と言って住民の皆様に理解されるはずはありません。 

  そういう国と地方の役割の違いを乗り越えて、今後は地方単独事業と国の制度

とを関連付けながらやるという大局的な見地に立っていただきたいということ

が、私の願いであります。大局的というところを特に強調させていただきます。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   では、藤原全国町村会会長、お願いします。 

（藤原全国町村会会長） これまで分科会等において相当論議してまいりましたが、

地方単独事業に関して、今回の厚生労働省の分析の内容を見ますと、地方の意見

が全く反映されておらず、全国の町村が到底納得できるような内容ではないと思

います。 

国の制度と地方の単独事業がうまくセットされることで、福祉レベルを保って

きているのに、それを認めないということになりますと、もっと医療費や福祉経

費が増大する可能性があります。地方はパイが小さくても機能的には重要な役割

を果たしていることをしっかり理解していただきたいと思います。以上です。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   中村愛媛県知事、どうぞ。 

（中村愛媛県知事） 分科会の方で全国知事会の立場から３回にわたって議論をさ

せていただいたことで、少しだけ触れさせていただきたいと思います。 

  その時もずっと言い続けましたが、今の政権、私もかつて政権交代を夢見て皆

様と一緒にやった経緯から、本当にエールを送りたいと思っていますし、その政

権がこうして地方分権の問題に一歩踏み込んで協議の場をつくられたというこ

とについて、心から拍手を送っています。だからこそこの国と地方の協議の場を
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大切にして、そしていろいろな意味で信頼のある意見交換会ができればと思って

いました。 

   第１回の分科会、その時にはまず厚生労働省から提出されたペーパーの問題性

を指摘させていただきました。これは川端大臣がうまく収めていただいたところ

でありますが、第２回目も同じようなペーパーが出てきます。そして第３回の分

科会では初めて 3.8 兆円という数字が示されました。しかし、その根拠は何かと

問うても示されません。そして口頭でそのうち 2.6 兆円という数字も出てきまし

た。これも根拠があやふやです。ひょっとしたらこれは 400 億円のベースデータ

なのではないか、そんな危惧を持ってその点を指摘させていただきましたが、こ

れも回答がいただけません。そして今日初めて出てきたこの 2,000 億円。正に

3.8 兆円、2.6 兆円の数字というものは、そこに着地させる前のベースデータだ

ったということがはっきりしたのではないかと思います。 

   2,000 億円に増額した点につきましても非常に些
さ

細なところで、幼稚園は入っ

ていますが、肝心なところが抜け落ちて、何か取り繕ったような感じがしてなり

ません。何度もあの時に述べてまいりましたが、病院の問題、国民健康保険の問

題、そして乳幼児医療の問題、一つ一つその重要性を地域の立場で、どうしてこ

ういうことが行われているのかというお話をさせていただいたつもりでありま

した。恐らく、この分科会で参加をされた政治家の皆様は、なるほどという点も

随分消化していただいたのではないかと今でも信じています。 

   この資料はあくまでも現場を知らない事務方が作って出してきた資料と今で

もそう信じて、この会議に臨ませていただいています。もし仮にこれから消費税

の話に入ってくる場合は、山田会長もおっしゃっていましたが、私たちも一緒に

なって合意して国民に向き合っていく、説得していく立場に立ちます。 

今、国民の声は非常に厳しいです。これも分科会で申し上げましたが、身を削

る姿勢なくして国民は決して耳を傾けてはくれない状況になっています。少なく

とも自民党は嫌がるはずです。国会議員の定数削減、世襲制限。民主党も自民党

も同じように約束した身を削る行為。自民党を追い詰めるぐらいの迫力で、そこ

を打ち出して身を削っていこうではないかという姿勢が民主党政権の中から生

まれた時に、初めて国民は負担というものに耳を傾けてくれるのではなかろうか

と、そのように思います。 

  この３回における議論、そして協議の場の山田会長、森全国市長会会長始め地

方の声を是非大事にしてください。かつて自民党はその声を無視して信頼を失い、

地方と離れました。私は今でも今の政権に期待していますので、そんな気持ちか

らエールを送るようなつもりで、あえてお話をさせていただいた次第です。どう

ぞよろしくお願いします。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 
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  そのほかの方、五十嵐財務副大臣、どうぞ。 

（五十嵐財務副大臣） 分科会で何度も中村愛媛県知事と議論をさせていただきま

したが、私が終始申し上げているのは、消費税アップ分の枠内に入れるか入れな

いかということになると、本当に分捕り合戦になってしまいます。そうではなく

て、単独事業を国がどう評価するかしないかではなくて、全体として財源保障を

どこでするのか。我々は交付税よりはむしろ一括交付金など、そのほかにした方

がいいし、あるいは課税自主権をもっと拡大していただいて、その中で独自色を

出していただくのがいいのではないか、もっと広く場を設けて議論すべきではな

いかということを申し上げてきたつもりであります。とにかく消費税だけに押し

込めようとすると、等しく国民の皆様が負担する消費税ですから、それを一律に

地方独自の、地方によっては厚みが違う、受益が国民にとってばらばらになると

ころを、一律に当てはめるというのもどうかというそもそも論もありますし、当

然寄り添っていく、意見が合っていく部分はあると思います。もっと総合的にお

考えをいただきたい。 

消費税の中にこれを入れる、あれを入れるだけをやっていると、それは正に分

捕り合戦になってしまって、正当な地方の評価にもつながらないと私は思ってい

ます。ですから、そこから少し大きな視点で見て総合的な議論に移っていくべき

ではないかと思っております。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

  山田会長、どうぞ。 

（山田全国知事会会長） 正に総合的な議論をしなければいけないと思います。今

は、残念ながら総合的な議論になっていません。しかし、政府は社会保障を安定

的にやるための社会保障・税一体改革をやらなければ、社会保障全体が崩れると

おっしゃってこれを行っているわけでありますので、総合的な議論をやってから

ここに入らなければいけないと思います。 

  きれい事な話ではないですが、それこそ一括交付金は今年もシーリングの対象

にされて削られ、交付税の方は原資が足りない中で地方公共団体金融機構のお金

までつぎ込んで、川端大臣に頑張っていただき、やっと予算を組んでいます。皆

お金がない中でどうすれば安定的な社会保障ができるのかが、一番大きな問題点

であります。 

課税自主権を行使すればいいと言いますが、政府が法人税を下げた時に、私た

ちが法人事業税を上げたらこの国の税制が無茶苦茶になります。税は国の根幹で

すから、そういうことを言っている限り、私たちは議論できません。正に総合的

に考えなければいけません。 

総合的な財源をどこに見つけるか、そして社会保障をどうやって安定的に国民

にお届けできるか。国民の目から見れば制度的に確立しているか、制度的に確立
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していないかという話は全くの絵空事であります。47 都道府県がやっている子

どもの医療費助成が制度的に確立していないと思っている国民がいらっしゃる

でしょうか。ですから、正に私からは総合的な見地として、その中で国と地方の

役割分担を踏まえた社会保障と税の一体改革でなければ、国民の理解は得られな

いのではないかということをお返ししたいと思います。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

  森会長、どうぞ。 

（森全国市長会会長） 総合的な議論ということで触れていましたので、そこで一

言言わせていただければ、そもそも民主党政権が地域主権とおっしゃったのは、

きちんとした哲学があったと信じています。それはなぜかと言いますと、霞が関

の机の上で政策だけ考えていても、現場のニーズに合ったダイナミックな政策は

出てきません。地域の実情に合った政策こそが、国を動かしていくという信念が

あったのではないでしょうか。 

そういうことから言えば、少し話を戻しますと、制度として確立されたものと

いうものを国も地方も当てはめるのは、地方分権、地域主権を理解していないと

いうことになりませんか。我々が地方単独事業として現場のニーズに合わせてや

っていることが、国全体を引っ張っていく、ダイナミックに引っ張っていくとい

う姿がそこにあるはずですから、制度として確立されていないということを国と

地方に当てはめるということに対して、私は地域主権そのものがないがしろにさ

れているという気持ちがして仕方がありません。 

  我々は現場のニーズに合わせて政策を引っ張っていくという自負があります。

私は基本的に分捕り合戦も大事だと思っていますが、それ以前の哲学のところが

なかなか理解していただけないフラストレーションが高じているということだ

け、御理解いただきたいと思います。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   それでは、石鳥取県日吉津村長、どうぞ。 

（石鳥取県日吉津村長） 分科会にずっと出させていただきました。総合的な議論

をしていく必要があるということでありますが、町村の現場を預かる者の立場と

して個別の具体的なことを申し上げますと、例えば国の制度を補完し、連携する

ということでありますが、我が村の保育所では、保育士は、124 人の児童に対し

て国の基準は 14 人でありますが実際には 19 人で保育しています。それでもまだ

まだ子育てには不十分だと思っております。これらの対策についてはしっかりと

考えていただきたいと思っております。 

   また、同様に、保健師に関しても、特に高齢化した地域では保健師の仕事のウ

ェイトが大きくなってきています。給付の抑制にもつながってきていると思って

おりますので、この部分もしっかりと配慮をいただきたいと考えるところであり
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ます。 

  一方、予防接種も給付費を抑制するということでは同じであります。先般、厚

生労働省からウイルス性肝炎対策として、職域におけるウイルス検査の受診勧奨

を要請する文書が出ていますが、肝炎対策は感染予防と感染者の早期発見の両方

を総合的に行うことが重要であるので、併せて要望させていただきます。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   小宮山大臣、どうぞ。 

（小宮山厚生労働大臣） いろいろと地方の皆様から御意見をいただき、ありがと

うございます。 

  今回お出しした厚生労働省の分析は、個々の事業を地方がどれだけやってくだ

さっている大事な事業かなど、そういうことで判断したのではなくて、これは消

費税の対象分野として、制度として確立した年金、医療、介護、子ども・子育て

という形のものの中に、該当しているかということを整理させていただいたもの

であります。 

  成案の中で、消費税充当の対象は社会保障４経費の分野にのっとった範囲の社

会保障給付という形にしていますので、そういう中で先ほど川端大臣もおっしゃ

っていたように、一律に排除するということを私どもも言っているわけでなく、

それは個別にいろいろと対応させていただくことはあり得ると思います。 

   しかし、今回消費税を、社会保障制度をとにかく後世につけ回しをせずに、今

回高齢者３経費から子ども・子育ても入れた４本柱にして、皆様に納得をして御

負担いただくためには、もちろん一生懸命やっていただいている地域でいいレベ

ルのいろいろな保育や、予防接種、乳児医療などやっていただいているのは分か

りますが、やはり一定規模全国の国民に対して、ある程度のレベルになっている

ことが前提にあると思っています。そういう意味で国の方でこういう整理をして

いるものにのっとって整理をすると、こういう形になるということをお示しした

ところです。 

   子どもの問題などは先ほど石鳥取県日吉津村長から御指摘いただきましたが、

再三申し上げている子ども・子育て新システムの現物のところは、最大限地方の

皆様のそれぞれの地域の特性に合ったものにさせていただこうということで議

論をさせていただいていると思っています。今回これは消費税の対象としてどう

いうところを社会保障の４経費として含めるかという、それにのっとってやると

こういう形になりますということをお示ししたので、これで別に地方の皆様に喧

嘩を売るつもりはありませんし、皆様方の各地域でのいろいろな取組については

敬意も表しておりますし、そうした国民の全国的な理解ということをベースにし

た上で、どういう形で個別に話をさせていただけるかということだと考えていま

す。 
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（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   山田会長、どうぞ。 

（山田全国知事会会長） 正直言って、今の話は全く理解できません。私たちが言

っているのは消費税のことではありません。そこから認識が違います。私たちは

地方消費税のことを言っています。消費税は確かに所得税法改正法附則第 104 条

第３項第３号で「制度として確立された」と書いてあります。地方消費税にはど

こにもそんな文言はありません。消費税のことを言っているのではないというこ

とを私たちは申し上げているのに、消費税のことをおっしゃるから私たちは怒っ

ています。地方消費税のことを我々は主張しており、その点について全然お答え

がないのは遺憾であります。 

我々は安定的にするには国の方がまずしっかりしなければいけません。しかし、

そんなことを言っても予防を抜きにしてどうやって医療費を下げることができ

るのでしょうか。予防を一生懸命やっているからこそ医療費は下がってきます。

そこをきちんとやっていかなかったら増えてくる社会保障費をどうやって減ら

すのでしょうか。我々は国と地方とが一生懸命協力して何とかこの社会保障を守

ろうとしています。国の分だけは納得いくからやって、地方の分は勝手にやりな

さいと言うのであれば、我々はこの国と地方の協議の場に出てくる必要は全くな

いと思います。妊婦健診の半分は我々地方が負担しています。そうやってお互い

に何とか協力をしてやっているのに、今の小宮山大臣のお話だと我々のやってい

ることは勝手にやっていることなので、個々のことは勝手にまた財源を探してや

ってほしいというお話になってしまいます。それだったら我々も勝手にやります。

国と組むこともできません。しかし、そういうことは現場ではあり得ません。 

   ですから、今おっしゃった点については、正直言いまして余りこういうことを

言いたくありませんが、困ってしまったという感じがします。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

  辻厚生労働副大臣、どうぞ。 

（辻厚生労働副大臣） 厚生労働副大臣です。小宮山大臣から御説明をさせていた

だいたところでありますが、現行の消費税収については、これまでの国と地方の

配分は基本的に今までのままとなっているわけでありますが、引上げ分の消費税

収については４分野の範囲の社会保障給付における国と地方の役割分担におい

て配分を実現することになっているわけで、それを今ここでやっていると思うわ

けであります。 

   小宮山大臣が申し上げたことは、厚生労働省としての今までの分類の仕方とい

うものがあるので、昭和 20 年代からつくっている社会保障給付の考え方が１つ

社会保障の範囲としてあります。そして今度の一体改革の中で４経費として対象

としている経費があります。そういったところで分類したものをお示ししている
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ということであって、ここから議論していただいて、どうしていくのか進めてい

ただければと思っていますが、今までの分類でいきますと、恐縮ながら今までお

話がありましたように、公衆衛生に関わる部分、健康や予防に関わる部分、高齢

者福祉に関わる部分、障害福祉に関わる部分は４経費には入らないということに

分類上はなり、国の方の対応としてもそのようにしているということでありまし

て、その分類を申し上げています。そこから議論をしていただきたいということ

であります。 

（山田全国知事会会長） もう一回、質問しますが、所得税法改正法附則第 104 条

第３項第３号に、消費税はそう書いてあり、地方消費税はそう書いていないとい

うのが１点であります。これについて全然回答されていません。地方消費税は改

正法附則第 104 条第３項第７号であって、消費税と書き分けています。そして私

たちは地方消費税の充実を求めています。これについてお答えいただきたいと思

います。 

   もう１点は成案の話ですが、あの成案は国と地方の協議にかかっていません。

事後的に、国と地方の協議の場で我々は文句を言って、これはだめですと言いま

した。そして深夜に片山前総務大臣のところに呼ばれて、「我々はこれでは困る」

と言いました。しかしながら、片山前総務大臣が地方単独事業について「十分地

方の考えを聞いて、地方単独事業の意義をしっかりと我々も見ていくから、とり

あえず協議の席についてくれ」と言われたのであって、だれも成案について納得

していません。そういう経緯で私自身ずっとやってきましたので、その中で申し

上げています。それでもちゃぶ台を返してはいけないので、その中でもできるだ

け成案に近づこうと思って、障害者福祉の中でやっている高齢者の介護はなぜ介

護に入らないのかということを申し上げています。そのことについて辻厚生労働

副大臣に御返答いただきたいと思います。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   辻副大臣、どうぞ。 

（辻厚生労働副大臣） 私は政府を代表する立場ではありませんが、先ほど話した

制度として確立された４経費に充てるという１つの区切りを示している成案に

ついて。 

（山田全国知事会会長） 改正法附則第 104 条の第３項第３号と第７号の話につい

て、まずお答えください。 

（辻厚生労働副大臣） 申し訳ありません。そこの法第３号と第７号は責任を持っ

てお答えできません。 

（山田全国知事会会長） 申し訳ありませんが、厚生労働省というのは社会保障の

安定のための役所ではないのでしょうか。第７号というのは「地方分権の推進及

び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から」と書いてありま
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す。それを厚生労働省は知らないとおっしゃるのですか。 

（辻厚生労働副大臣） 責任を持ってそのことについて申し上げられないという意

味ですが、いずれにしても消費税の使い道をどうするかというものを、この協議

の場などを通じて配分を実現するということで成案に書いてあるので、私どもは

地方消費税をアップしてはだめなどと言っているわけでは全くありません。成案

に賛成されていないというのは御主張として分かりますが、私どもは政府の構成

メンバーなので、政府与党で決定した成案の考え方に基づいて政策を展開してい

く立場であり、そういった４経費の仕切りになると先ほど言いました公衆衛生や。 

（山田全国知事会会長） そうなっていません。「消費税収（国・地方）」と書いた

場合には、消費税と地方消費税両方を言います。消費課税、消費税と言った場合

で、国・地方と書かなかった場合には消費税だけになります。そのように法は書

いてあります。そして、それについて我々はずっと言ってきています。そのこと

についてお話をいただけずに、法解釈の話から始めなければいけないのはつらい

です。しかし、基本のところですれ違ってはだめなので申し上げます。「制度と

して確立」と書いてあるのは国の消費税だけであります。地方消費税にはそもそ

も書いていません。ですからそういうことをずっと何度も繰り返して言っていま

す。 

（福田総務大臣政務官） そろそろ時間もありますので、安住財務大臣、一言お話

お願いします。 

（安住財務大臣） 御存じのとおり、平成 24 年度予算は作成をいたしました。改

めて申し上げますが、90 兆円になる予算のうち税収は 44 兆円しかありません。

それ自体を批判されれば恥ずかしい話だと言えばそれまでですが、しかし税収構

造は本当に劇的に変化していることだけは是非理解していただきたいと思いま

す。地方も苦しいというお話は十分分かりますが、国はもっと苦しいです。ピー

ク時で、特に高度成長の昭和 60 年代に、所得税は 26 兆円もありました。しかし、

その後フラット化を進めましたから今はもう 13 兆円強であります。 

   そういういろいろなことを、法人税のことを先ほど山田会長もおっしゃいまし

たが、国際競争の中で本当にやっている中で地方だけそういうお話はできないで

しょう。だからそれは下げて、日本の活力をということで、今度の予算でも更に

地方交付税については総務省の方で良く努力をしてくれて、被災をした地域以外

のところでも随分と公共含めて目配りしたつもりであります。 

ただ、全体として社会保障について申し上げれば、年金の２分の１の差額分の

穴がどうしても開くわけです。さらに機能強化、つまり高齢化も含めて必然的に

かかっていくお金もありますし、厚生労働省としての制度改正を含めて今、制度

設計をしております。そういうことを全般的に考えて、是非そうした中での消費

税の必然性、必要性というのを皆様にも十分理解していただけるものだと思って
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おります。 

ですから、今後これはできれば一緒に協力をして、この消費税の引上げ分を何

とか国民に理解を得られるように私はやっていく、そういう取組は不可欠である

ということだけは是非、共有していただければと思います。そういう中で国の財

政状況というのは本当に今、私が申し上げたように厳しいところに立っておりま

すので、しかしこれを前提とした上でも、消費税の税収の言わば国と地方の配分

をどうするかということに当たっては、先ほど川端大臣の基本的な考え方があり

ましたので、それを踏まえつつ精力的に協議をして、結論を得られるように私と

しては努力をしていきたいと思います。 

   どうか地方自治体の皆様におかれましては、何とぞ御協力と御理解を賜ればと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   では、一言お願いします。 

（山田全国知事会会長） 安住財務大臣のおっしゃるとおりで、私たちにとって

26 日というのは、御用納めまで 27、28 日の２日しかない。その中でここのテー

ブルについているのは、やはり社会保障の問題について私たちも責任を持ってい

ますので、これを何とか取りまとめたいからであります。蹴るのは簡単です。し

かし、先ほどおっしゃいましたように、この問題について私たちは逃げることが

できませんので、とにかくここに出てきて話をしていきたいと思います。そのと

きに紋切型の成案でこう決まっているからこれ以上の話はしないなどと言われ

ては困ります。先ほど申しましたように、障害者の中で高齢者の率が大変高いと

思います。障害者手帳を発行しているうちの７割は高齢者です。そして障害者施

設では介護が現実に行われています。こうした障害者施策や予防接種などは制度

が確立していないから切り捨てるというメッセージを国が出してしまってはい

けないのではないでしょうか。 

もちろん、国も大変厳しいことは良く分かっております。地方も実際は厳しい

です。そういう中で話し合いを続けていますので、紋切型の議論というのはやめ

ていただかないと、私たちもこれから地元に帰って一人一人が説明できません。

皆様は東京から来られるからいいですが、それぞれの地域でやらなければいけな

いことがある中、遠方から、ここに皆集まっているのに、「これはこのように決

まっていますから」と言われてはたまりません。安住大臣のおっしゃったとおり

で、課税自主権はそう簡単に行使できません。ですからそれぞれ課税自主権を行

使すると言っても限界があります。私たちの持っているのは住民税であり、法人

事業税です。でも住民税は今度、被災地の支援のために 10 年間均等割の引上げ

というのを私たちはのみました。そして法人事業税は正に国際社会の中で法人が

生き残るためには協力しなければいけません。 
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では私たち都道府県には何が残るでしょうか。税目はそんなにありません。ほ

とんど法人関係と住民関係です。そうした中で自動車取得税も重量税も廃止、見

直しと言われており、そう言われてしまうと言われるだけ悲しくなってしまうの

が現状ですので、そういう点は十分に我々の立場も理解していただきたいと思い

ます。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   では本当に１分でお願いいたします。 

（林広島県議会議長） 私は分科会の方で出席させていただいており、今日で４回

目の出席でありますが、その間中村知事が刻々と地方の立場の説明をされていま

す。しかし、４回経っても説明されること、皆様がお考えになっていることは最

初の１回目と全く変わりません。残念でたまりません。私はだから席を立って帰

りましょうと言いましたが、山田会長は温厚な方なので、それでこの時間になっ

ております。 

   それともう１点、こういう大事な会議が時間的に 30 分か 40 分で説明をされた

後、質疑応答というのが 20 分あるいは 30 分しかありません。これで話がつくよ

うなら、最初から案が出てくるならいいですが、４回経っても同じものが出たり、

小宮山大臣の同じ話しかなかったら、話のしようがありません。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

  それでは、このことについては最後に官房長官からお話いただきます。次にも

う一つテーマがあるものですから、時間も押しておりますので、「地方税制の論

点について」に移らせていただきます。 

  まず、黄川田総務副大臣から説明をお願いいたします。 

 

○協議事項（社会保障・税一体改革<２>地方税制の論点）について 

（黄川田総務副大臣） それでは、私の方から資料３に基づきまして、主に地方消

費税の論点について御説明したいと思います。 

   この資料は政府税調に設置された作業チームで取りまとめ、12 月 21 日の政府

税調において報告したものであります。 

  ２ページ（１）地方消費税の税率引上げの「時期、幅」についてでありますが、

具体的な数値は記載しておりません。これは今回の税制抜本改革の根幹部分であ

り、政府税調や与党における議論を踏まえる必要があります。さらに、今この場

で国と地方の協議の場におきまして、引上げ分の国、地方間の配分の前提となる

社会保障給付の全体像の整理についての議論が行われております。こうした議論

を十分に踏まえた上で、素案において具体的に決定していく必要があると思って

おります。 

   （２）地方消費税収の使途についてであります。現行分の地方消費税を除く地
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方消費税収につきましては、その使途を明確化し、社会保障財源化したいと思っ

ております。具体的な方法につきましては、地方公共団体の皆様方との意見を踏

まえて検討してまいりたいと思っております。 

   ３ページ（３）その他は、引上げ分の地方消費税の配分等についてであります。

都道府県と市町村の配分については、現行の１対１を基本に検討してはどうかと

考えております。市町村交付金の交付基準については、現行分は人口と従業者数

を１対１の割合で案分しておりますが、この引上げ分は人口による配分など、社

会保障財源化に適した交付基準を検討してはどうかと考えております。 

   いずれも地方公共団体の皆様方の意見を踏まえて検討してまいりたいと思っ

ております。このほかの論点につきましては省略いたしたいと思います。説明は

以上であります。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

  それでは、意見交換を行います。御意見等はありますか。では、藤原会長、ど

うぞ。 

（藤原全国町村会会長） 消費税率の引上げに伴う地方分は、地方消費税の拡充に

よるということが基本であると考えております。しかし、地方消費税も少ないと

はいえ、一定の偏在があります。また、地方消費税の引上げに伴いまして、交付

税の総額が減少します。したがって、仮に「地方分」の全てを消費税の拡充で財

源確保することになりますと、高齢化の進展が著しい財政力の弱い町村は、現在

実施している地方単独事業すら維持できなくなる可能性があることをしっかり

考えていただきたいと思います。 

  このため、「地方分」として確保される財源の中で、地方交付税による一定の

調整をする必要があるのではないでしょうか。この点を十分配慮いただいて、検

討していただければと思っております。以上です。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

  そのほかの方いらっしゃいますか。山田会長、どうぞ。 

（山田全国知事会会長） 今の藤原全国町村会会長の話はもっともですが、先ほど

みたいに消費税の方は制度的に確立された４経費ということに固執されていた

ら、私たちは地方消費税の引上げということを言わざるを得なくなってしまいま

す。そうすると本当に皆泣いてしまいます。ですから、どうか私どもの立場も察

していただきたいと思います。申し訳ないですが、こちらの方では安住大臣に頼

まれてはいますが、私どもからも何とか地方の立場も立つように、残り時間は少

ないと思いますが、何とかしていただきたいです。川端大臣、藤村内閣官房長官

にも本当にお願いします。実際にやるとなったときに矢面に立つのは我々ですの

で、今おっしゃったのはもっともなところはありますが、これですと我々の主張

が難しくなってしまいます。 
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（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

  森会長、どうぞ。 

（森全国市長会会長） 基本的に藤原会長の考えに賛成です。それから、先ほど安

住大臣が言われたことをそのまま受け止めれば、例えば辻副大臣が言っている障

害者福祉に充てないということで、どうやって国民に説明するか、消費税の引上

げが日本を崩壊させないために非常に大事な政策であるとすれば、我々地方とど

のように組んで、どうやって国民を説得していくかということもお考えいただけ

ればと思います。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

  中村知事、どうぞ。 

（中村愛知県知事） この話とは少し違うかもしれませんが、気になっているのは、

今の少子高齢化の中で現行の社会保障制度というものは、毎年放置していても国

は１兆数千億円負担が上がっていきます。地方も 7,000 億円ずつ負担が自動的に

上がっています。ですから、本当に厚生労働省は頑張って抜本的な改革をしない

と、消費税をぽっと上げたって付け焼刃になると思います。本当に根本の問題が

あります。それは何も国だけではなくて地方も同じであります。 

   もう一つは官の肥大化ということを地方に向けて会議の中で言われましたが、

これは違います。私も国会にいました。地方では市長を 10 年やりました。前政

権の三位一体改革の中で地方は絞って絞って絞り切るぐらいの改革をやってい

ます。 

例えば数字で見れば明らかですが、市町村合併で 3,300 が 1,700 になり、地方

議員は６万人が３万 8,000 人まで減っています。そして公務員も 10 年間で地方

公務員は 18％削減されています。国家公務員は３％、国会議員は削減ゼロ、こ

れだけの違いというものがあります。私も就任以来ずっと給料は 25％カットを

やり続けていますが、金がないからやらざるを得ません。そういう中で肥大化は

全然していませんので、そこの認識は是非お持ちいただきたいと思います。 

  最後に、合意したときは一緒になって私たちも国民に向き合います。そのため

にはやはり先ほどの国会議員の問題などをやらないと、なかなか厳しい現実がそ

こにはあります。これは是非受け止めていただきたいと思います。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   そのほかございませんか。 

   それでは、時間もかなり超過をしておりますので、本日の協議事項についての

議論は終了とします。 

  最後に、藤村議長からお願いいたします。 

（藤村内閣官房長官） 白熱した議論をいただきまして、ありがとうございました。 

   我々にとって山田会長の言葉で本当に有り難いと思ったのは、決してこの議論
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から回避するのではなしに、とことんやろうではないかというお言葉であった。

また、割に冒頭の方では総務省の基本的考え方というのに一定の理解をいただい

たようにも思います。 

   そういう意味で政府側の議長として、調整をさせていただきたいと思います。

総務省を中心に財務省、厚生労働省、ここできちんと調整をまずします。その上

で、少し申し上げますと、この社会保障・税一体改革については野田内閣総理大

臣も非常に強い決意の下で、明日実は政府、民主の三役の会議で年内にやろうと、

そこまできちんと発言をする予定であります。そこで決める予定であります。そ

ういう意味では党のいわゆる一体改革の会議を今もやっているだろうと思いま

すし、多分 29、30 日までやります。とことんやりましょう。これは藤井会長の

指導の下であります。 

   そういう意味で是非、今申しましたように総務省案に一定の評価をいただき、

理解をいただく可能性はあるとして、川端総務大臣・内閣特命担当大臣（地域主

権推進）を中心に財務省、厚生労働省での調整をもう少しさせていただき、もう

一回年内に国と地方の協議の場を開かせていただきたいと思います。本当に押し

迫って大変なところであり、分科会との合同かどうかは調整が必要かもしれませ

んが、29 日辺りに調整の後、もう一回、国と地方の協議の場を開かせていただ

きたいということが、最後に今日の締めのお願いであります。 

   本当に年末押し迫ったところで、それぞれの御予定をやり繰りしていただきな

がら今日もお集まりをいただきましたことを感謝申し上げるとともに、もう一回

是非やらせていただきたいと思います。このように申し上げたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

（福田総務大臣政務官） 山田会長、どうぞ。 

（山田全国知事会会長） 先ほど小宮山大臣にも辻副大臣にも失礼なことを申し上

げて、まず心からおわびを申し上げたいと思いますが、それだけ何とかこれをま

とめていかなければいけないという思いで地方側を代表しています。このような

こと、皆様を前にして私は本当は言いたくありませんが、申し上げたことについ

て、非常に不適切な発言がありましたらまずおわびを申し上げたいと思っており

ます。 

  しかし、私どもも正直言いまして、政府側というのは政府ですからいいですが、

私どもは、47 都道府県、1,700 近い市町村、そしてそれぞれの議会を抱えており

まして、29 日というのは言わば御用納めが終わってしまって、全員解散になっ

てしまっています。解散された後に国会を召集されているようなものでありまし

て、よほどそれまでにきちんとした案や議論がなければまず無理です。29 日開

催でありましても、私はお受けしようと思っています。また相談しますが、しか

しそこで決まらなかったらそれは正直言って勘弁してください。これは無理です
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し、29 日もできるだけ早く 47 の知事に知らせなければいけないということがあ

り、市長会も町村会も議長会も皆一緒であります。そういうぎりぎりの線で 29

日にやるというのは、我々にとっては賭けみたいな話です。そういうことだけは

分かっていただきたいと思います。 

（藤村内閣官房長官） お受けいただけるという方向で、受諾をいただいたと理解

いたしました。本当にありがとうございます。その意味ではしっかりと政府の中

でまず調整をさせますし、途中段階の御連絡をするなど、やりとりをさせていた

だきたいと思います。 

（山本全国都道府県議会議長会会長） 今日のような感じで 29 日に開催しても、

これはいかがなものかと思います。ですから、先回、国と地方の協議の場で山田

会長の方から資料を出せと言われて、今日までの間に時間があったはずです。そ

れが今日このような感じで侃侃諤諤
かんかんがくがく

な議論はあったものの、しっかりとした結論

が出ていません。また 29 日だということでは、我々地方六団体としてはなかな

か議会へ提案しようにも機会がなく、時間もありません。そのようなところであ

りますので、その辺りも御理解をいただきながら、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

（福田総務大臣政務官） ありがとうございました。 

   それでは、いろいろ課題があるかと思いますが、29 日ということで藤村官房

長官から提案がありましたので、ひとつ御協力をよろしくお願いいたします。 

  それでは、これをもちまして本日の国と地方の協議の場及び社会保障・税一体

改革分科会合同会議を終了いたします。なお、本日の協議内容については私より

マスコミへのブリーフィングを行いたいと思います。また、後日、協議の概要を

記載した報告書を作成し、国会へ提出するとともに、これを公表いたします。議

事録についても後日、公表いたします。大変熱心な御議論ありがとうございまし

た。 

（以上） 


